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す
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二

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

（
私
学
文
書
課
）　

　

三

〇
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

　

三

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

四

〇
公
益
法
人
の
検
査
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

　

五

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
五
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
職
員
厚
生
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
六
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
職
員
互
助
会
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
七

年
六
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
職
員
互
助
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
私
学
文

書
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
認

定
法
」
と
い
う
。）
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五

十
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
整
備
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
私
学
文
書
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

整
備
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督
に

関
す
る
事
務
並
び
に
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信

託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
平
成
五
年

二
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
廃
棄
物
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
五

十
二
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
廃
棄
物
処
理
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同

条
生
活
・
文
化
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
七
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
振
興
財
団
」
の
下
に
「（
平
成
四
年
十
月

一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
振
興
財
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
、「
財
団
法
人
慶
長
遣
欧

使
節
船
協
会
」
の
下
に
「（
平
成
四
年
一
月
二
十
二
日
に
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
新
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構
」
の
下
に
「（
昭
和
二

十
九
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
工
業
振
興
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条

国
際
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
二
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
交
流
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
年
十
二
月

二
十
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
海
外
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
国
際
経
済
課
の

分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
平
成
六
年
八
月
一
日
に
財
団
法
人

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
六
条
食
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
物
産
振
興
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
三

十
年
七
月
十
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
物
産
振
興
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条

農
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
四
号
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十

一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
農
地
管
理
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項

第
十
五
号
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
担
い
手
基
金
」
の
下
に
「（
平
成
二
年
十
月
八
日
に
財
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
担

い
手
基
金
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
農
産
園
芸
環
境
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
十

一
号
中
「
社
団
法
人
み
や
ぎ
原
種
苗
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
平
成
四
年
一
月
二
十
七
日
に
社
団
法
人
み
や
ぎ
原
種
苗
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セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
林
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項

第
十
五
号
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金
」
の
下
に
「（
平
成
四
年
九
月
十
四
日
に
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業

活
性
化
基
金
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
森
林
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中

「
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
水
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
八
号
中

「
社
団
法
人
宮
城
県
漁
業
無
線
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
五
十
六
年
一
月
九
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
漁
業
無
線
公
社
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
水
産
業
基
盤
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
三
号
中
「
財

団
法
人
宮
城
県
水
産
公
社
」
の
下
に
「（
平
成
七
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
水
産
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
八
条
土
木
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
建
設
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十

三
年
五
月
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。以
下
同
じ
。）」

を
加
え
、
同
条
事
業
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
財
団
法
人
み
や
ぎ
建
設
総
合
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
平

成
八
年
三
月
十
八
日
に
財
団
法
人
み
や
ぎ
建
設
総
合
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」を
加
え
、

同
条
港
湾
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
五
十
年
四
月

一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
下
水
道

課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
下
水
道
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
に
財
団
法

人
宮
城
県
下
水
道
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
住
宅
課
の
分
掌
事

務
の
項
第
十
三
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
五
日
に
財
団
法

人
宮
城
県
住
宅
相
談
所
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
公
益
認
定
等
委
員
会
の
項
中「
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公

益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五

　

別
表
第
三
伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
環
境
保
全
財
団
」

の
下
に
「（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
十
六
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
環
境
保
全
財
団
と
い
う
名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
ク
レ
ー
射
撃
場
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
猟
友
会
」
の
下
に
「（
昭
和
四

十
一
年
八
月
三
十
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
猟
友
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
母

子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
母
子
福
祉
連
合
会
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
一
年
三
月
十
七
日
に
財
団

法
人
宮
城
県
母
子
福
祉
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
表
薬
用
植
物
園
の
項
中

「
社
団
法
人
宮
城
県
薬
剤
師
会
」
の
下
に
「（
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
薬
剤
師
協
会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
六
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
六
号
ル
中
「
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
八
十
三
条
」
を
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
の

六
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
ト
中
「
第
百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
九
十
九
条

の
十
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
七
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

号外第52号　平成20年11月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

十
号
）」
を
「
認
定
法
及
び
整
備
法
」
に
、 「

同

」
を

「

私
学
文
書
課

及
び
認
定
法

第
二
条
第
三

号
に
規
定
す

る
公
益
法
人

が
行
う
公
益

目
的
事
業
に

関
連
す
る
事

務
を
所
掌
す

る
課
室

」
に
改
め
る
。



す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
整
備
法
」

と
い
う
。）
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督

（
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す
る
特
例
民
法
法
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に

関
す
る
事
務
及
び
整
備
法
に
よ
り
旧
主
務
官
庁
（
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
主
務
官
庁
を
い
う
。）

の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す
る
特
例
民
法
法
人
に

係
る
も
の
に
限
る
。）
並
び
に
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
公
益
信
託
（
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
引
受
け
の
許
可

及
び
監
督
に
関
す
る
事
務

　

第
五
条
第
三
項
第
三
号
中
「
民
法
」
の
下
に
「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

６　

教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
補
助
執
行
さ
せ
る
。

一　

表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号
）
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
表
彰
に

関
す
る
事
務

二　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
及
び
整
備

法
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す

る
一
般
社
団
法
人
等
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
二
条
第
一
号
の
一
般
社
団
法
人
等
を
い
う
。）
に
係
る
事
務

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
八
号

　
　
　

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と

い
う
。）第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
例
民
法
法
人
（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
」
と
い
う
。）
の
業
務
の
監
督
（
設
立
の
許
可
の
取
消
し
及
び
解
散
の
命

令
に
係
る
も
の
を
除
き
、
定
款
の
変
更
の
認
可
、
解
散
し
た
特
例
民
法
法
人
の
財
産
の
処
分
の
許
可
、
解
散
及
び
清

算
人
に
係
る
届
出
並
び
に
清
算
結
了
の
届
出
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３　

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
項
を
削
る
。

（
知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
整
備
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
特
例
民
法
法
人
の
業
務
の
監
督
が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
九
号

　
　
　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
（
裏
面
）
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
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計
そ
の
他

預
金
・
現
金

附
帯
設
備

建
物

土
地

 
㎡

 
㎡

数
　
量

基
本

財
産

    円
 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

評
価
額



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

財
産

」
及
び
「基

本
財
産
及
び
運
用
財
産

」
を
「財

産

」
に
改
め
、「又

は
寄
付
行
為

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に

関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

変
更
の
認
定
（
第
十
一
条
）

　
　

ロ　

合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
認
可
（
第
二
十
五
条
）

　
　

ハ　

公
益
法
人
に
対
す
る
勧
告
及
び
措
置
命
令
（
第
二
十
八
条
）

　
　

ニ　

宮
城
県
公
益
認
定
等
委
員
会
へ
の
諮
問
（
第
五
十
一
条
）

　

別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
関

「
基
本
財
産
，
運
用

す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

特
例
財
団
法
人
の
吸
収
合
併
契
約
の
承
認
に
係
る
手
続
の
承
認
（
第
六
十
七
条
）

　
　

ロ　

特
例
財
団
法
人
の
最
初
の
評
議
員
の
選
任
の
認
可
（
第
九
十
二
条
）

　
　

ハ　

特
例
民
法
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
可
（
第
九
十
五
条
）

　
　

ニ　

特
例
民
法
法
人
の
基
本
財
産
の
処
分
等
の
承
認
（
第
九
十
五
条
）

　
　

ホ　

特
例
民
法
法
人
に
対
す
る
監
督
上
必
要
な
命
令
（
第
九
十
五
条
）

　
　

へ　

特
例
民
法
法
人
に
対
す
る
措
置
命
令
（
第
九
十
六
条
）

　
　

ト　

登
記
の
催
告
（
第
百
九
条
、
第
百
三
十
一
条
）

　
　

チ　

公
益
目
的
支
出
計
画
の
変
更
の
認
可
（
第
百
二
十
五
条
）

　
　

リ　

移
行
法
人
に
対
す
る
勧
告
及
び
措
置
命
令
（
第
百
二
十
九
条
）

　
　

ヌ　

移
行
法
人
の
精
算
時
の
残
余
財
産
の
帰
属
の
承
認
（
第
百
三
十
条
）

　
　

ル　

宮
城
県
公
益
認
定
等
委
員
会
へ
の
諮
問
（
第
百
三
十
八
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　
　

ロ　

法
人
の
仮
理
事
及
び
特
別
代
理
人
の
選
任
（
第
十
七
条
の
三
、
第
十
七
条
の
四
）

　
　

ハ　

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
（
第
二
十
五
条
）

　

別
表
第
一
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
第
九
号
」
を

「
第
三
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
国
保
医
療
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ロ　

仮
理
事
及
び
特
別
代
理
人
の
選
任
（
第
二
十
四
条
の
四
、
第
二
十
四
条
の
五
）

　
　

ハ　

組
合
会
の
理
事
に
対
す
る
指
揮
（
第
二
十
五
条
）

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
商
工
経
営
支
援
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
二

条
の
五
」
に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
経
営
支
援
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
ロ
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三

条
の
六
」
に
改
め
、
同
表
農
村
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ハ
中
「
第
七
十
六
条
」
を
「
第
七
十
一
条
の
二
」

に
改
め
、
同
表
土
木
部
長
の
都
市
計
画
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
イ
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
三
十
三
条
の

六
」
に
改
め
、
同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ニ
中
「
第
五
十
五
条
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ヘ
中
「
第
五
十
五
条
、
民
法
第
八
十
三
条
」

を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
、
同
表
農
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ヌ
中
「
第
七
十
三
条
、
民
法
第
八

十
三
条
」
を
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
に
改
め
、
同
表
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ヘ
中
「
第
百
条
、

民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
九
十
九
条
の
十
」
に
改
め
る
。
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計
そ
の
他

預
金
・
現
金

附
帯
設
備

建
物

土
地

 
㎡

 
㎡

数
　
量

財
産

    円
 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

評
価
額

 
㎡

 
㎡

数
　
量

運
用

財
産

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

評
価
額



　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号

　

公
益
法
人
の
検
査
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

公
益
法
人
の
検
査
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

公
益
法
人
の
検
査
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
廃
止
前
の
公
益
法
人
の
検
査
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
民
法
法
人
（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
」
と
い
う
。）
の
業
務
の

監
督
（
設
立
の
許
可
の
取
消
し
及
び
解
散
の
命
令
に
係
る
も
の
を
除
き
、
定
款
の
変
更
の
認
可
、
解
散
し
た
特
例
民

法
法
人
の
財
産
の
処
分
の
許
可
、
解
散
及
び
清
算
人
に
係
る
届
出
並
び
に
清
算
結
了
の
届
出
に
係
る
も
の
を
含
む
。）

が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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